
 

＜報 告＞ 

10／12 河川清掃（郡山堰～広瀬橋）参加者４５名（お子さん含む） 

＜前列に本会理事の岡本章子さん・衆議院選挙３期目の当選＞ 

・秋日和の下で河川清掃実施 

ビンカン、ペットボトル等を収集

資源ごみを分別回収しました。 

本会理事の岡本さん。以前から二

人の子連れで参加されています。

その影響で子供さんも大学で環境

を専攻し、社会で活躍とのこと。 

岡本さんも広瀬川の治水、利水、

環境に対し、活躍されています。 

 

10／25 国交省仙台河川国道／八本松緑地（じゃぶじゃぶ池）施設管理及び清掃報告（日下・高橋） 

      協力団体として７月から１１月迄、月1回上記の作業を行っています。 

＜予 定＞ 

１１／9（土）１０時～ 河川清掃（郡山堰～広瀬橋周囲）駐車可（河川敷）自由参加可・降雨（ＨＰ掲載） 

12／14（土）10時～ 河川清掃 同上 今年も焼き芋で終了。（２月と３月は休止） 

２０２５／１／１９ ＜仙台市制定「広瀬川の清流を守る条例」50周年記念＞ 

「広瀬川フォーラム開催予定」 主催／本会、市民団体（計５団体）国交省、宮城県、仙台市 

コーディネーター／江成敬二郎氏 会場／仙台サポートセンター 

ご意見・要望などお待ちしています。 

１０月３０日広瀬川に赤色の流水が発生し、市民から通知

があり、国交省仙台河川国道（事）管理課に尋ねたところ 

管理する県が調査中とのこと。マスコミも市管理の青葉区

米ケ袋の雨水管から鉄さびが流れた可能性があると報道。

昨年も２回同じような事例があることから原因と対応に

ついて市の下水道管理センターが調査した結果は、やはり

亜炭鉱の水たまりの鉄分の錆が排出したことが判明。毒性

が無く生物に影響が無いとのことで安心しました。 

今年は「広瀬川の清流を守る条例」市制定５０周年。 

渇水対策も仙台の名水を次代に繋ぐ環境保全に対し、条例

第1条「市、事業者、市民」の責務が求められます。 

代表理事 日下 均 

 

１０/３０撮影（広瀬橋） 
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